
仏 舎 利 供 養 の 方 法 と そ の 意 義

宇 治 谷 顕

『大 繋 浬 般 経 』 パ ー リ本 に は釈 尊 入 滅 後 の供 養 法 が, お よ そ次 の ごと く記 さ れ

て い る。

釈 尊入減後, アヌル ッダとア ーナ ンダは遺身を囲んで一夜 を明か した。 翌朝, ア ーナ ン

ダはアヌル ッダの命を受け, クシナ ーラーのマ ッラ族の人々に釈 尊入滅 の報を知 らせた。

公会堂 に集 まっていた人 々は悲報 を聞 き, 嘆 き悲 しんだ。

そ こで彼 は, クシナーラーにある香 (gandha)・華 髭 (mala) とすべての楽器 (talava-

cara) を集 め, また五百組の 布 (du-ssa-yuga-satani) を持 って ウパ ヴァッタ ナ沙羅樹

林 の 釈 尊 の遺 身 に 集 ま り, 舞踊 (naccehi)・歌 謡 (gitehi)・ 器楽 (vadi-tehi)・華 髭

(malehi)・ 香 (gandhehi) で もって釈尊 の遺身 を敬い (sakkaronta)・ 尊 重 し (garuka-

ronta)・ 尊び (manenta)・ 供養 し (pujenta), 天幕を 張 り (cela-vitanani karont), 多

くの布の囲い をつけて (manclala-malani patiyadenta), この ように してその 日を過 ご

した。

6日 聞, その よ うに して供養がお こなわれた。

7日 目, 神 々とクシナーラーの マ ッラ族 の 人 々 は, 天 的 な (dibbehi) 舞 踊 ・歌謡 ・器

楽 ・華髭 ・香 と人間的 な (manusakehi) それで もって釈尊 の遺 身 を敬 い, 尊 重 し, 尊

び, 供養 しての ち, 都城の東 にあるマクタバ ン ダ ナ (Makuta bandhana) と名 づ け る

祠堂に釈尊の遺身 を安置 した。

アーナンダはマ ッラ族の人 々に釈尊 の 遺身 は 「転輪聖王 (cakkavattin) の葬 法」に よ

り火葬すべ きで あ り, その後, 四つ辻に修行完成者 (釈尊) の塔 を作 り, そ こに花輪 ・

香料 ・顔料 を捧 げ, あるい は礼拝 をな し, あ るい は心 を浄め て信ず る人 々は, 長いあい

だ利益 を得, また幸福 となるであろ う, と語 ってい る。

釈尊の遺身 はマ ッラ族の人 々によって火葬 され, その遺骨 は7日 間公会堂の うちにおい

て, 槍の垣 を作 り, 弓の柵 をめ ぐらし, 舞踊 ・歌謡 ・器楽 ・華鷺 ・香 をもって敬い, 尊

重 し, 尊 び, 供養 した。

その後, マガ ダ国王 であるアジャータサ ッ トウは じめ八部族の人 々が参集 し, 仏舎利を

要求 した。 ドーナ僧の調停 によ り仏舎利 は分配 され, 八部族 はそれ ぞれ 自国 に持 ち帰 り, 

仏塔 を建立 して仏舎利 を奉安 した。

以 上 が 『MPP』 に記 され る お よそ の 内容 で あ る が, 仏 舎 利 分 配 後, 各 地 に建 立
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され た と伝 え られ る仏 舎 利 に つ い て は特 に記 述 は な く, 次 の ご と く記 し て終 って

い る。

 この よ うに, この眼 ある人 (釈尊) の舎利 は, よ く崇敬 され, 種 々にい と もよ く崇敬 さ

 れ てい る。神 々の主 ・諸 々の竜王 ・人王 に供養 され, 最上 の人 々によって この よ うに供

 養 され てい る。合掌 して, かれ を礼拝せ よ。 げに釈尊 は百劫 に も会 うこと難 し。

 以 上 の ご と く,『MPP』本 は釈 尊 の 遺 身 供 養, お よ び仏 舎 利供 養 に つ い て ク シ

ナ ー ラー の マ ツ ラ族 の人 々 は 「天 的 な舞 踊 ・歌 謡 ・器 楽 ・華 髪 ・香 と人 間 的 なそ

れ らで も って」 と伝 え て い る。 蜜 波 羅 鳳洲 先 生 は 『大 架 浬 般経 』 梵 本 の相 当部 分

の記 述 に着 目 して考 察 して い る。E. Waldschmidt 氏 に よ って校 訂 され た 『MPS』

本 に は 次 の ご と く記 され て い る

クシナーラーのマツ ラ族 の人々は, 人 間的な器楽 を拒否 し (m[ally manu]syakani va-

dyani), 天 的な (divyair) 香 (gandhair)・ 華影 (malyai)・ 花 (puspair)・ 香料 (dhu-

pair)・ 器楽 (va[121・3]dyaih) に よって釈 尊の遺身 を敬い, 尊重 し, 尊 び, 供養 し な

が ら……。

梵 本 に は,「 天 的 な香 ・華 髭 ・花 ・香 料 ・器 楽 」 に よ る遺 身供 養 は 承 認 す る も の

の, 人 間 的 な そ れ らの供 養 は否 定 され て い る。

漢 訳 経 典 の 長 阿含 ・遊 行 経 の 相 当部 に は 次 の よ うに記 され て い る。

諸 天楽を作 して鬼 神歌 を詠 じぬ。 時に諸の末羅 自ら相謂 ひて言 く,「且 く人楽 を置 け,

請 ふ天楽を設けて舎利を供養 せん」 と。是 に於 て末羅淋 を奉 じて漸 く進 め り。東 の城門

よ り入 りて諸の街巷 に止 み, 焼香, 散 花, 伎 楽, 供養 せ り。

漢 訳 諸 経 典 の 相 当部 には 「天 楽 」・「人 楽 」 と記 され て い る。

 蜜 波 羅 先 生 は 『倶 舎 論 』 を詳 察 した うえ で 『MPS』 本 と対 比 し, 両 本 と もに 同

様 の立 場 に あ る こと を示 し,『MPS』 本 に お い て釈 尊 の 遺 身供 養 に 「人 間 的 な 舞

踊 ・歌 謡 ・器 楽 ⊥ を否 定 す る の は, 世 俗 の い わ ば 人 間 的 な舞 踊 ・歌 謡 ・器 楽 は心

を汚 染 し, 罪 を つ くる縁 た る もの と し て否 認 され るの で あ り, こ れ に 対 し,「 天

的 な舞 踊 ・歌 謡 ・器 楽 」 な ど は出 世 間 的 な もの と して容 認 され て い る, と述 べ て

い る。

こ こ で 問題 とな る の は 「天 的 な供 養 」・「人 間 的 な供 養 」, 漢 訳 経 典 に 記 さ れ る

「天楽 」・「人 楽 」 とは い か な る人 々 に よ って お こな われ る供 養 で あ るか と い う疑

問 で あ る。r律 蔵 』諸 典 の 中 に は, 一 応 に そ の戒 律 にお い て歌 舞 音 曲 の 禁 止 が 述

べ られ てい る。 八 斉 戒 の第 七 に は 「離 歌 舞 観聴 香 油 塗 身 」 の 戒 が あ り, 舞 踊 ・歌

謡 ・器 楽 な ど は間 接 的 に罪 を作 り, 悪 趣 に堕 す る もの と して禁 止 され て い る。 さ
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らに, 供養に花や香を捧 げることも出家者には 「壌生種戒」によって自ら木々を

切 った り, 草花を摘んだ りすることは厳 く戒められている。戒律に忠実である限

り, 出家者は自ら花や草木を供養のために捧げることはできなかったのである。

厳格に言えば, 仏教徒である限 り, 出家者 ・在俗信者の際限なしに戒律の規定は

遵守されなければならなく, 先の供養は基本的には否認されるべき行為であった

と考えられる。

『ミリンダ王問経』には, 釈尊の遺身供養, および舎利供養 について興味 ある

周答がなされている。釈尊の遺身供養について 「死に給 うた釈尊に対する供養は

無効である」とのミリンダ王の問いに,「天人や人々が, もはや供養を受 け られ

ない釈尊の遺骨の宝を基因となし, そして釈尊の智慧の宝を対象 として正 しい行

ないをなすとき, 三つの到達 <のいずれか> を獲 るのです。」と, 尊者ナーガセ

ーナは答えて, 釈尊の遺身に対する供養は自らの修養の行程であ り, 積善行為と

して説明している。

また, 他方には舎利供養についての問答がなされている。 ミリンダ王 は,「如

来の舎利供養によって, なんじら自身, さまたげられてはならない。 しかるに, 

また供養せ らるべき者 (釈尊) のその舎利を供養せよ。か くのごとくなす者たち

は, ここ (人間界) より天界に生まれん」と語る釈尊の言葉の矛盾を指摘 してい

る。 これに対 し, 尊者ナーガセーナは 「如来の舎利供養」をとがめられたのは, 

すべての人に関して言われたのではなく, 勝者の子 (Jinaputta) に関 してのみ言

われたのです。 なぜなら, 彼らにとって, この供養は本務ではないからである。

舎利供養は, 他の天人や人々のなすべきことである」と答えている。すなわち, 

舎利供養をなすべき人々は 「勝者の子」以外の天人や人々である, と述べている。

 両問答 ともに如来の遺身, 及び舎利供養は 「勝者の子」以外の 「天人や人々」

の本務であるとする。 この場合,「勝者の子」 とはいかなる人々か, 仏教徒 はす

べて 「勝者の子」に含まれるか否か, また比丘 ・比丘尼などの出家者のみを 「勝

者の子」 と称するのであろうか。 この点に関しては, 諸先学よりすでに明らかに

されているがごとく,「勝者の子」とは比丘 ・比丘尼などの出家者に比定す るこ

とが妥当な見解であろう。このことから, 如来の遺身供養, および舎利供養は在

家信者のなすべき供養であるとするのが 『ミリンダ王問経』の立場であろう。で

は, 在家信者である 「天人や人々」とはいかなる人々を示しているのか。今は仮

定の域にとどまるものの,「天人」とは仏舎利供養の特別 な セレモニィーに携 る

人々, 特に在家信者でも特殊な技法能力を持つ指導的立場にあった人々であ り, 
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「人々」とは一般の在家信者の人々を指しているものと推測されるのである。

 バラモン教の葬法は火葬であり, 釈尊の遺身が火葬に処せられたの も, 当時の

インド社会の通常慣念に従 ったものと考えられる。しかし, バラモン教の火葬の

概念はあ くまでも死の不浄観を消去するものであり, 釈尊の遺身の火葬とは, そ

の点で大 きな違いがあろう。バラモン教のスー トラにはデゥヴァナ祭 (Dhuvana)

の祭祀としてブラフマン達 に よる弦楽 器 (vina)・法螺 貝 (sankha)・吹奏 器楽

(nalika)・笛 (tuna)・太鼓 (panava) の演奏 と, 歌謡 (gita)・音楽 (vadita) に よ

る舎利供養の存在したことを伝えている。浄潔法の一貫として火葬後の器楽演奏, 

および舞踊 ・歌謡 ・音楽などによる舎利供養が, 特別に許 された人々によってお

こなわれていたことを窺 うことができる。ヒマーラヤのカィラーサに住むシヴァ

神の音楽師 ガンダルヴプ (Gandharva) 神の存在 な どか らも器楽演奏供養の存在

したことを知 ることができる。

 釈尊の遺身供養, および舎利供養とは, バラモン教のそれとは性格を異にする

ものであり, 遺身供養や仏舎利供養は釈尊に対する民衆の思慕の念から発露した

ものである。釈尊の遺身の火葬は, その後の仏舎利供養を想定した送葬であるが, 

一般的にはバ ラモン教の送葬習慣に従ったものと考えて良い。その点からすると, 

プラプマン達の舎利供養・の様式が少なくともその初期の時代には, そのまま受容

され仏舎利供養として実施されたものと思われる。『MPP』 本に記 す 「天的な仏

舎利供養」とは, バ ラモン教のブラフマン達の舎利供養, その影響があらわれた

ものであろう。

 舎利供養は, 釈尊在世の説法教化の中であまり強調されていない。特に, その

内容には先に見たごとく戒律にふれる場合が多い。戒律の厳しい初期仏教の時代

には, 仏舎利供養を司さどる在家信者の一群が存在し, 専門職として儀式 ・セレ

モニィーの一貫として舞踊 ・歌謡 ・音楽などを奉納したものと思われ, これらの

供養が 『MPP』 本には 「天的な供養」 と記されたのであろう。

 サーンチィー大塔, 北門の右柱の内側には有名な仏塔供養の レリーフが存在す

る。その内容は上方に四体の飛天が華壼を献 じ, 仏塔の側面, および前面には合

計18人 の人々が様々な器楽演奏し, 華髭 ・香料 ・憧幡などを捧 げて仏塔供養 す

る姿が浮彫せられている。 この北門は紀元前2～1世 紀後半のもの とされ る。こ

の頃には専門職 として仏塔供養の器楽演奏や舞踊 ・歌謡 ・音楽などに携わる人々

が存在していたことが推察 される。〔註省略〕

(名古屋音楽大学講師) 
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